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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相当に低減されたラクトース濃度を有するガラクト－オリゴ糖含有クリームチーズ製品
の製造方法であって、
　（１）少なくとも７％のラクトースを含む乳基質を調製するステップ、
　（２）該乳基質を６０℃から９３℃に加熱するステップ、
　（３）加熱された該乳基質を均質化して乳ブレンドを形成するステップ、
　（４）該乳ブレンドを冷却するか、あるいは該乳ブレンドを２０℃から７０℃に放冷す
るステップ、
　（５）該乳ブレンドを、トランス－ガラクトシル化および加水分解活性を有する１また
は複数のラクターゼ酵素と、該乳ブレンド中に存在するラクトースの少なくとも２０％を
ガラクト－オリゴ糖に転化するのに有効な温度および時間で処理するステップ、
　（６）酵素で処理された該乳ブレンドのｐＨを４.３から５.２に調節するステップ、
　（７）ｐＨを調節された該乳ブレンドを７６℃から９３℃で５分から２０分間加熱する
ステップ、
　（８）加熱された該乳ブレンドを、１％から３６％の脂肪、５％から１５％のタンパク
質、４５％から７５％の水分、１オンスの一人前につき少なくとも０.５ｇのガラクト－
オリゴ糖、および１オンスの一人前につき１ｇ未満のラクトースを有するクリームチーズ
製品を提供するように均質化するステップ、
を含むことを特徴とする製造方法。



(2) JP 5989295 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

【請求項２】
　ｐＨは、処理された乳ブレンドに食用酸を添加することによって調節されることを特徴
とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ｐＨは、酵素で処理された乳ブレンドを乳酸産生培養物と処理することによって調節さ
れることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　乳基質は、乳、クリーム、乳脂肪、乳タンパク質濃縮物、乳清タンパク質濃縮物、チー
ズ乳清、脱脂乳、非乳脂肪、およびこれらの混合物からなる群から選択されることを特徴
とする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　乳基質は、７％から５０％のラクトースを含むことを特徴とする、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　ラクターゼ酵素は、０.３から１.０であるトランス－ガラクトシル化活性対加水分解活
性の比率を有することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ラクターゼ酵素は、０.７から１.０であるトランス－ガラクトシル化対加水分解の比率
を有することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　相当に低減されたラクトース濃度を有するガラクト－オリゴ糖含有クリームチーズ製品
の製造方法であって、
　（１）
　（ａ）乳、クリーム、乳脂肪、およびこれらの混合物からなる群から選択される乳混合
物を調製するステップ、
　（ｂ）該乳混合物を６０℃から９３℃に加熱するステップ、
　（ｃ）加熱された該乳混合物を均質化して均質化されたブレンドを形成するステップ、
　（ｄ）均質化された該ブレンドを１８℃から４５℃に冷却するステップ、
　（ｅ）均質化された該ブレンドのｐＨを４.３から５.２に調節して、カードおよび乳清
を形成するステップ、および
　（ｆ）ステップ（ｅ）で形成された乳清からカードを分離して乳カード成分を形成する
ステップ、
を含む方法によって乳カード成分を調製するステップ、
　（２）
　（ａ）少なくとも７％のラクトース濃度を有する乳基質を調製するステップ、
　（ｂ）該乳基質を２０℃から７０℃に加熱するステップ、
　（ｃ）該乳基質を、トランス－ガラクトシル化および加水分解活性を有する１または複
数のラクターゼ酵素と、該乳基質中に存在するラクトースの少なくとも２０％をガラクト
－オリゴ糖に転化するのに有効な温度および時間で処理して、酵素で処理された乳成分を
形成するステップ、
を含む方法によって酵素で処理された乳成分を調製するステップ、
　（３）酵素で処理された１０％から７５％のステップ（２）の乳成分を、２５％から９
０％のステップ（１）の乳カード成分とブレンドして、クリームチーズブレンドを提供す
るステップ、
　（４）該クリームチーズブレンドを７７℃から９３℃で５分から２０分間加熱するステ
ップ、および、
　（５）該クリームチーズブレンドを、１％から３６％の脂肪、５％から１５％のタンパ
ク質、４５％から７５％の水分、１オンスの一人前につき少なくとも０.５ｇのガラクト
－オリゴ糖、および１オンスの一人前につき１ｇ未満のラクトースを有することを含む最
終クリームチーズ製品を形成するように均質化するステップ、
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を含むことを特徴とする製造方法。
【請求項９】
　ｐＨは、冷却された乳ブレンドに食用酸を添加することによって調節されることを特徴
とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ｐＨは、冷却された乳ブレンドを乳酸産生培養物と処理することによって調節されるこ
とを特徴とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　乳基質は、乳、クリーム、乳タンパク質濃縮物、乳清タンパク質濃縮物、チーズ乳清、
脱脂乳、非乳脂肪、乳脂肪、およびこれらの混合物からなる群から選択されることを特徴
とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　乳基質は、７重量％から５０重量％のラクトースを含むことを特徴とする、請求項８に
記載の方法。
【請求項１３】
　ラクターゼ酵素は、０.３から１.０であるトランス－ガラクトシル化活性対加水分解活
性の比率を有することを特徴とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　ラクターゼ酵素は、０.７から１.０であるトランス－ガラクトシル化対加水分解の比率
を有することを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　相当に低減されたラクトース濃度を有するガラクト－オリゴ糖含有クリームチーズ製品
の製造方法であって、
　（１）少なくとも７％のラクトース濃度を有する乳基質を調製するステップ、
　（２）該乳基質を６０℃から９３℃に加熱するステップ、
　（３）加熱された該乳基質を均質化して乳ブレンドを形成するステップ、
　（４）該乳ブレンドを冷却するか、あるいは該乳ブレンドを２０℃から７０℃に放冷す
るステップ、
　（５）該乳ブレンドを、トランス－ガラクトシル化および加水分解活性を有する１また
は複数のラクターゼ酵素と、該乳ブレンド中に存在するラクトースの少なくとも２０％を
ガラクト－オリゴ糖に転化するのに有効な温度および時間で処理し、酵素で処理された乳
ブレンドを提供するステップ、
　（６）酵素で処理された該乳ブレンドのｐＨを４.３から５.２に調節して、カードおよ
び乳清を形成するステップ、
　（７）該乳清から該カードを、ガラクト－オリゴ糖が該乳清から回収され、かつその後
の加工のために、該ガラクト－オリゴ糖が分離されたカードと組み合わされるように分離
するステップ、
　（８）分離されたカードおよびガラクト－オリゴ糖を均質化して、均質化されたクリー
ムチーズブレンドを形成するステップ、
　（９）該クリームチーズブレンドを７７℃から９３℃に加熱するステップ、および
　（１０）加熱された該クリームチーズブレンドを、１％から３６％の脂肪、５％から１
５％のタンパク質、４５％から７５％の水分、１オンスの一人前につき少なくとも０.５
ｇのガラクト－オリゴ糖、および１オンスの一人前につき１ｇ未満のラクトースを有する
最終クリームチーズ製品を作り出すように均質化するステップ、
を含むことを特徴とする、製造方法。
【請求項１６】
　加熱されたクリームチーズブレンドに０.５％から１％の塩および０.１％から１％の安
定剤を添加することをさらに含むことを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ｐＨは、冷却された乳ブレンドに食用酸を添加することによって調節されることを特徴
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とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　ｐＨは、冷却された乳ブレンドを乳酸産生培養物と処理することによって調節されるこ
とを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　乳基質は、７重量％から５０重量％のラクトースを含むことを特徴とする、請求項１５
に記載の方法。
【請求項２０】
　ラクターゼ酵素は、０.３から１.０であるトランス－ガラクトシル化活性対加水分解活
性の比率を有することを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　ラクターゼ酵素は、０.７から１.０であるトランス－ガラクトシル化対加水分解の比率
を有することを特徴とする、請求項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載の方法は、ガラクト－オリゴ糖を含有し、かつ相当に低減されたラクト
ース濃度を有するチーズ製品（例えば、クリームチーズ、カッテージチーズ、およびプロ
セスチーズ）を対象とする。より具体的には、ラクトース含有乳基質を、ラクトースをガ
ラクト-オリゴ糖に転化するのに有効な加水分解およびトランス-ガラクトシル化活性を有
する１または複数のラクターゼ酵素と接触させる。該チーズ製品は、優れた栄養および感
覚刺激特性を有する。特に好ましいのは、本明細書に記載の方法によって調製されるクリ
ームチーズである。
【背景技術】
【０００２】
　チーズ製品は、世代および文化にわたって広がる好物である。特に米国およびヨーロッ
パにおいて、人々は、どんな食事でも、およびその間の多くの時間にチーズ製品を楽しむ
。したがって、得られるチーズ製品の感覚刺激特性に有意に影響を与えずに、チーズ製品
の栄養学的価値および／または健康上の利益を増大させることは、極めて望ましい。
【０００３】
　カッテージチーズは、主として乳供給源から製造される、軟らかく、温和な酸で凝固さ
れた未熟成のチーズである。カッテージチーズは、クリーム状ドレッシング中に懸濁され
たまたはクリーム状ドレッシングとブレンドされたカッテージチーズカードの比較的小さ
な細片または粒子から調製される。通常の製造方法では、乳供給源（すなわち、所望され
る脂肪濃度に応じて全脂、低脂、または脱脂乳）を、低温殺菌し、均質化する。冷却（通
常、約３２℃から約３７℃）後、乳供給源に通常の乳酸産生培養物を接種する。凝固を促
進するために、レンネットを使用することもできる。典型的には、混合物を、それが熟成
して凝固物を形成するまで接種温度で保持する。凝固物の酸性度は、約０．７％から約１
％である（等価乳酸％として計算して）。凝固物が形成され、かつ所望の酸性度が得られ
た後、カードを、撹拌して小片に切断する。切断されたカードを、約４８℃度から約５５
℃に加熱し、その温度に約１００分から約１４０分間保持する。次いで、カードを乳清か
ら分離する。次いで、カードをクリーム状ドレッシング中に懸濁するか、あるいはブレン
ドして、カッテージチーズ製品を形成する。次いで、生じるカッテージチーズ製品を、通
常は小売容器中に分配し、次いで冷蔵する。
【０００４】
　スライスしたおよびローフ形態で広範に利用できるプロセスチーズは、最も人気があり
売れているチーズ製品の１つである。プロセスチーズ製品は、子供に特に人気がある。プ
ロセスチーズは、通常、例えば、チェダーチーズ、コルビーチーズ、スイスチーズ、ブリ
ックチーズ、ミュンスターチーズ、パスタフィラータチーズ、ウォッシュカード、および
顆粒状カードチーズなどの乳脂肪含有ナチュラルチーズの１種または複数種を加熱しなが
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らすり砕くことおよび／または混合することによって調製される。次いで、生じたチーズ
を、脱脂乾燥乳および固形乳清などの他の乳製品ならびにリン酸二ナトリウムなどの乳化
用塩と、チーズを低温殺菌するために十分に高められた温度でブレンドして、板、スライ
ス、またはその他所望の形態に形成できる、均質で、ポンプで輸送できる、流動性のある
チーズ材料を製造する。
【０００５】
　３種の通常型プロセスチーズ、すなわち、低温殺菌プロセスチーズ、低温殺菌プロセス
チーズフード、および低温殺菌プロセスチーズスプレッドがある。プロセスチーズは、プ
ロセスチーズ処方物中での脂肪の存在に帰すことのできる滑らかさ、クリーム状テクスチ
ャーおよびわずかな堅さなどの、チーズ消費者にとって望ましいいくつかの特徴を有する
が、無脂肪および低脂肪のプロセスチーズも、滑らかさおよびクリーム状テクスチャーを
もたせて製造することできる。識別基準に基づけば、３種のプロセスチーズ間の主な相違
は、それらの水分および脂肪含有量、ならびにそれらの製造における任意選択成分の使用
である。これらのチーズは、典型的には、水平動クッカー（ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ　ｃｏ
ｏｋｅｒ）（横置きクッカー（ｌａｙｄｏｗｎ　ｃｏｏｋｅｒ）とも呼ばれる）を使用し
て大量に製造される。次いで、プロセスチーズは、気密カートン中に自動的に包装される
ことが多い。
【０００６】
　クリームチーズは、クリームと乳との混合物から典型的には調製される、軟らかく、温
和な酸で凝固された未熟成のチーズである。クリームチーズは、冷蔵条件下で貯蔵され、
滑らかでかつバター様粘稠度を有する。冷蔵温度でのクリームチーズのテクスチャーおよ
び生地は、該クリームチーズをスライスおよび／またはスプレッドできるようなものであ
る。クリームチーズ様スプレッドは、クリームチーズに関するすべての識別基準を満たさ
ない可能性があるが、クリームチーズの機能特性の多くを有する製品である。
【０００７】
　クリームチーズの伝統的な製造方法では、未培養の全乳および／または脱脂乳ならびに
スイートクリームを、前以て選択された比率でブレンドしてクリームチーズミックスを形
成する。クリームチーズミックスを、低温殺菌し、通常的には約１６.７℃から４３℃の
温度まで冷却し、次いで、乳酸培養物を接種した後、均質化した。通常的には、クリーム
および乳混合物を、乳酸形成細菌と培養して、混合物中のラクトースを乳酸に転化する。
カードを形成するため、ｐＨが十分に低下するまで培養を継続する。カードを、乳清から
分離し、クリームチーズを形成するように加工する。より新規な方法では、双方とも乾燥
粉末形態または濃縮液体形態の乳タンパク質濃縮物、乳清タンパク質濃縮物、およびチー
ズ乳清などの乳成分を所望のｐＨまで培養し、次いで、乳脂肪（クリームおよび／または
乳脂肪など）または非乳脂肪（ダイズまたはヒマワリ油）を添加し、混合物を、カード分
離ステップなしにそれぞれクリームチーズスプレッドまたは模倣クリームチーズスプレッ
ドを形成するように加工する。別法として、培養に代えて乳酸またはグルコノ－δ－ラク
トンなどの酸味料の直接添加を利用できる。ハイブリッド法は、従来の方法に任意選択の
乳成分（「ＯＤＩ」）を組み込む。用語「任意選択の乳成分」は、２１ Ｃ.Ｆ.Ｒ.§１３
３.１２４（ｄ）中で「クリーム、乳、脱脂乳、バターミルク、チーズ乳清、一部の水が
除去された前記のいずれか、無水乳脂肪、脱水クリーム、製造用脱脂乳チーズ、およびチ
ーズ乳清からのアルブミン」として規定される。すべてのこれらの方法では、塩および安
定剤を含む付加的成分が典型的には添加される。
【０００８】
　一般に、乳酸形成細菌は、従来の加工中にラクトースを乳酸に転化するが、その転化は
完全ではなく、したがって、従来のほとんどのクリームチーズ製品は、やはり、かなりの
濃度（ラクトース消化障害を有する人々にとって）のラクトースを含む。ラクトースを含
む食品は、ラクトース消化障害を有する消費者にとって極めて問題である場合がある。
【０００９】
　ラクターゼ酵素は、ラクトース不耐性でない人々の小腸中に様々な量で見出される。ラ
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クターゼは、ラクトースを、そのあと血流中に容易に吸収されるグルコースとガラクトー
スとに加水分解する。ラクターゼは、一般に、乳を食餌の主要部分として消費する出生お
よび初期幼児期に大量に産生される。初期幼児期の後には、ラクターゼの産生が低下する
ことが多く、成人期には、低いままである。あまりに低いと、ラクトースの消化不足を引
き起こす可能性がある。この状態は、ラクトース吸収不良またはラクトース消化不良と呼
ばれることが多い。ラクトース吸収不良に臨床症状が付随する場合、その状態は、ラクト
ース不耐症と呼ばれる。
【００１０】
　貧弱なラクトース消化は、腸の損傷、手術または疾患に由来する場合もある。稀ではあ
るが、先天性ラクトース吸収不良は、常染色体性劣性欠損によって引き起こされるラクタ
ーゼの完全欠損であり、症状は、生後直ぐに発生する。身体によるラクターゼ酵素の合成
が低下すると、ラクトース消化が低下し、ラクトース不耐症の症状が発生する場合がある
。世界中で約７０％を超える成人が、ある程度のラクトース不耐症を有することが報告さ
れている（例えば、非特許文献１、非特許文献２参照）。
【００１１】
　ラクトース吸収不良である人々のほとんどは、症状なしに約０．５ｇから約７ｇのラク
トースに耐えることができる（例えば、非特許文献１参照）。ラクトース不耐性の消費者
は、この範囲の下端に属するチーズ製品に耐性がある可能性がある。例えば、チェダーま
たはスイスなどの熟成チーズは、典型的には、約１％未満（すなわち、１オンスの一人前
につき約０．５ｇ未満）のラクトースを含み、一方、クリームチーズ、特にＯＤＩを用い
て調製された製品は、約２％から約１０％（すなわち、１オンスの一人前につき約３ｇを
超える）のラクトースを含む可能性がある。
【００１２】
　チーズ製品からラクトースを除去することは、費用がかさむことがある。ラクトースは
、乳タンパク質濃縮物および乳清タンパク質濃縮物を製造するための限外濾過などの物理
的方法によって乳から除去できるが、この方法は、ラクトースによって与えられる嵩およ
び栄養学的価値を低下させ、かつ製造費用を加える。低ラクトース乳は、市販されている
が、その乳製品が、ラクトースのガラクトースおよびグルコースへの酵素的加水分解の結
果として極めて甘いので、一般には、消費者に十分には受け入れられていない。したがっ
て、低減されたラクトース濃度、および完全ラクトースチーズ製品に類似した風味を有す
るチーズ製品は、多くの消費者にとって極めて望ましい。
【００１３】
　ラクターゼは、ラクターゼ酵素が加水分解およびトランス－ガラクトシル化活性を有す
る場合、ガラクト－オリゴ糖（「ＧＯＳ」）と呼ばれる化合物を産生できることも知られ
ている。加水分解活性は、ラクトースを分解して、トランス－ガラクトシル化活性が作用
できる基質を提供するためになくてはならない。トランス－ガラクトシル化は、ラクトー
ス、ガラクトース、または存在するガラクト－オリゴマーにガラクトシル単位を付加して
オリゴマーを形成することである。ＧＯＳは、小腸を無傷で通過する非消化性炭水化物で
あることが知られているが、ＧＯＳは、大腸中でビフィドバクテリウム（Bifidobacteriu
m）によって発酵することが見出されている。ＧＯＳは、ビフィドバクテリア、およびＬ
．アシドフィルス（L.acidophilus）、Ｌ．カゼイ（L.casei）およびＬ．ラムノーザ（L.
rhamnous）などのその他の有益な腸内細菌叢の増殖を選択的に促進するプレバイオティク
スとして確認されている。ビフィドバクテリアおよびその他の乳酸菌は、ヒト腸内の天然
細菌叢中の嫌気性細菌である。有益な腸内微小細菌叢の増殖を促進するその他のプレバイ
オティクスには、イヌリン、マンノオリゴ糖、セロオリゴ糖、大麦および燕麦のβ－グル
カン、難消化性デンプン、加水分解コンニャク、イソマルツロース、ポリデキストロース
などが含まれる。ビフィドバクテリアは、ＧＯＳを炭素供給源として利用する独特な能力
を有し、そのため、ビフィドバクテリアが他の生物体を打ち負かすことを可能にすると考
えられる。
【００１４】
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　ビフィドバクテリアに付随する多くの健康上の利益が報告されている。文献で報告され
ているように（例えば、非特許文献３参照）、ビフィドバクテリアは、（１）正常な腸内
バランスを維持すること、（２）ラクトース耐性および乳製品の消化を改善すること、（
３）抗腫瘍活性を有すること、（４）血清コレステロール濃度を低減すること、（５）ビ
タミンＢ群を合成すること、および（６）食事性カルシウムの吸収を高めることにおいて
役割を演じることが示されている。ビフィドバクテリアは、それらが乳酸、酢酸、および
ギ酸を産生し、そのため、腸管内のｐＨを低下させ、そのことが病原性生物体の増殖を防
止するのを助けることも見出されている。
【００１５】
　天然細菌叢の適切なバランスは、腸の正常な機能を提供するために重要である。一般に
、天然細菌叢は、病原性生物体に対して保護的である。天然細菌叢は、抗生物質の接種に
よって乱されるので、時には有益細菌を補給する必要がある。結果として、中でもＢ．ビ
フィダム（B.bifidum）、Ｂ．ロンガム（B.longum）などのビフィドバクテリアは、プロ
バイオティクスとして通常的に使用され、ヨーグルト、チーズ、発酵野菜などの発酵食品
中に見出されることが多く、加えて乳幼児用調製乳中などの食品添加物として使用されて
いる。食品をＧＯＳで補助することは、製品中および消費者の腸内の双方でのビフィドバ
クテリアの増殖を選択的に高め、そのため、ビフィドバクテリアに付随する健康上の利益
を提供することを可能にする。
【００１６】
　ＧＯＳは、ラクトース含有培地中でいくつかの微生物を培養することまたは微生物に由
来する酵素を使用することによって産生できることが知られている。例えば、高いトラン
ス－ガラクトシル化活性を有する酵素を使用して、ラクトースからわずか４４％の収率で
ＧＯＳを得たことが開示されている（例えば、特許文献１参照）。β－ガラクトシダーゼ
を使用してラクトースをガラクト－オリゴ糖に転化すること、および限外濾過膜を用いて
ガラクト－オリゴ糖を分離することを対象とする文献もある（例えば、特許文献２参照）
。好ましくは、ラクトースを含む溶液を、固定化β－ガラクトシダーゼを有する限外濾過
膜を通過させ、浸透液からガラクト－オリゴ糖を分離する。ラクトースまたはラクトース
含有材料をロードトルラ（Rhodotorula）、ステリグマトミセス（Sterigmatomyces）、ま
たはシロバシジウム（Sirobasidiumu）属の微生物で処理してガラクト－オリゴ糖を得る
ことを対象とする文献もある（例えば、特許文献３参照）。乳タンパク質加水分解物およ
びラクトースを含む培地中でストレプトコッカス・サーモフィルス（Streptococcus ther
mophilus）を培養することによってガラクト－オリゴ糖に富んだ発酵製品を調製すること
を対象とする文献もある（例えば、特許文献４参照）。さらに、培地にビフィドバクテリ
アを接種できる。濃縮乳をβ－ガラクトシダーゼと接触させてガラクト－オリゴ糖を含む
脱脂粉乳を製造する方法を対象とする文献もある（例えば、特許文献５参照）。
【００１７】
　ほとんどのラクターゼ酵素は軽微なトランス－ガラクトシル化活性を有するので、ＧＯ
Ｓは、ラクトース含有食品を摂取した後のヒト消化管中に痕跡量で存在すると思われる。
同様に、ヒトの乳が、若干のＧＯＳを含むことが報告されている（例えば、非特許文献４
参照）。しかし、最適なトランス－ガラクトシル化活性は、濃度依存性であり、消化管中
に存在する典型的な条件とは異なり、ラクトースの濃縮溶液中で最高に作用する。
【００１８】
　当技術分野で周知の非栄養補給発酵乳飲料は、典型的には、約１％以下のＧＯＳを含む
。ヨーグルト型の食品は、ヤクルトなどによって市販されており、それらは低濃度のＧＯ
Ｓを有する。市販製品「Ｏｌｉｇｏｍａｔｅ５５」は、精製濃縮物であり、約５５％のＧ
ＯＳを含む（ヤクルト、東京、日本）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】米国特許第６５５５３４８号明細書
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【特許文献２】特開平２－１９５８９４公報
【特許文献３】特開平２－０７２８９０公報
【特許文献４】ＥＰ０７７８８８５明細書
【特許文献５】ＥＰ０４５８３５８明細書
【非特許文献】
【００２０】
【非特許文献１】De Vrese et al.,Am.J.Clin.Nutr.,73(suppl):421S～9S(2001)
【非特許文献２】Kretchmer,Gastroenterology,61:805～813(1971)
【非特許文献３】Hughes et al.,Food Technol.,45:64～83(1991)
【非特許文献４】Boehm et al.,J.Nutr.,137:847S～849S(March 2007)
【非特許文献５】Nakao et al.,Applied Microbiology and Biotechnology,40(5):657～6
63(January 1994)
【非特許文献６】Albayrak et al.,Biotechnol.Progress,18:240～251(2002)
【非特許文献７】J.H.Miller,Experiments in Molecular Genetics,Cold Spring Harbor 
Laboratory,Cold Spring Harbor,NY(1972)
【非特許文献８】S.Breidinger & J.Steffe,J.Food Sci.,66(3):453(2001)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本明細書に記載の方法は、上で考察した当技術分野での長年にわたる必要性を満たす。
例えば、該方法は、低ラクトースチーズ製品、特にクリームチーズ製品を提供すること、
およびＧＯＳの健康上の利益を提供することに関する重要な必要性を満たす。さらに、該
方法は、望ましくない甘い風味のない低ラクトースチーズ製品を提供する必要性を満たす
。最後に、該方法は、最終製品中で望ましい感覚刺激特性を維持しながら、ＧＯＳを含み
、かつ低濃度のラクトースを有するチーズ製品を提供する
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本明細書に記載のチーズ製品および該チーズ製品の調製方法は、相当に増強された濃度
のガラクト－オリゴ糖（「ＧＯＳ」）および相当に低減された濃度のラクトースを含む、
クリームチーズ、カッテージチーズ、およびプロセスチーズからなる群から選択されるチ
ーズ製品を対象とする。本明細書に記載の方法は、最終チーズ製品中のラクトース濃度を
、少なくとも約２５％、好ましくは少なくとも約５０％、より好ましくは少なくとも約７
５％まで低減する。本明細書に記載の方法は、チーズ製品中のラクトースを、ほとんどの
ラクトース不耐性個体が耐えることのできる量である一人前につき約１ｇ未満まで低減す
ることができる。
【００２３】
　本明細書中で提供されるチーズ製品は、増大された可溶性繊維含有量、低減されたカロ
リー含有量、優れた感覚刺激特性、改善されたテクスチャー、および風味を有する、栄養
強化チーズ製品である。さらに、本明細書に記載の方法は、ＧＯＳが、ラクトースまたは
その加水分解生成物と比べてより徐々に吸収されるので、チーズ製品の血糖指数を低下さ
せる。最後に、ＧＯＳは、驚くべきことにクリームチーズ製品に改善されたテクスチャー
を提供し、そのため、安定剤の使用低減を許容し、離液なしに水分含有量の増加を可能に
するので、これらの方法は、チーズ製品、特にクリームチーズ製品の製造コストを低減す
ることができる。
【００２４】
　本明細書に記載の方法は、相当に増大された濃度のＧＯＳおよび相当に低減された濃度
のラクトースを有する、カッテージチーズ製品、クリームチーズ製品、またはプロセスチ
ーズ製品を調製するのに使用できる。ＧＯＳは、約３から約１０個の単糖単位（平均で約
３から約５個の単糖単位）を含むオリゴマーから構成される可溶性繊維である。当技術分
野で周知のチーズ製品は、ＧＯＳをほとんどまたはまったく含まない（すなわち、１オン
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スの一人前につき約０．１ｇ未満のＧＯＳ）。本明細書に記載の方法は、一人前につき少
なくとも約０．５ｇのＧＯＳ、好ましくは一人前につき少なくとも約０．７ｇのＧＯＳ、
より好ましくは一人前につき少なくとも約１．０ｇのＧＯＳを有するチーズ製品を提供す
る。本明細書中で定義するように、プロセスチーズおよびクリームチーズに関する一人前
の量は、一人前につき１オンスであり、カッテージチーズに関する一人前の量は、一人前
につき４オンスである。従来のクリームチーズ製品は、一般に、約４％から約１０％のラ
クトース（例えば、１オンスの一人前につき約３ｇまで）を含む。本明細書中で提供され
るチーズ製品は、１オンスの一人前につき約１ｇ未満のラクトースを有する。従来のプロ
セスチーズ製品は、一般に、約１％から１０％のラクトースを、最も好ましくは約７％か
ら８％のラクトースを有する。従来のカッテージチーズ製品は、一般に、約２％から６％
のラクトースを、最も好ましくは約４％から５％のラクトースを有する。本明細書中で提
供されるチーズ製品は、一人前につき約１ｇ未満のラクトースを有する。
【００２５】
　本明細書に記載の方法は、少なくとも７％のラクトースを有する乳基質を、トランス-
ガラクトシル化活性を有するラクターゼ酵素と、乳基質中に存在するラクトースをＧＯＳ
に転化するのに有効な時間および温度で、例えば、約２０℃から約７３℃の温度で約０．
５時間から約２４時間、好ましくは約４０℃から約６５℃で約０．５時間から約２時間処
理することによって、相当に増大されたＧＯＳ含有量および低減された濃度のラクトース
を含むチーズ製品の製造を提供する。ラクターゼ酵素または選択されたラクターゼ酵素の
組合せは、トランス－ガラクトシル化および加水分解活性の双方を有するべきであり、Ｇ
ＯＳ対加水分解生成物の比率として測定できる、約０．３から約１．０であるトランス－
ガラクトシル化活性対加水分解活性の比率を、好ましくは約０．８の比率を有することが
好ましい。
【００２６】
　一般に、ラクターゼ酵素のトランス－ガラクトシル化活性は、約７％未満のラクトース
を有する乳基質中で効率が低いので、乳基質は、少なくとも約７％のラクトースを含むべ
きである。好ましくは、乳基質は、約２０％から約５０％のラクトースを含む。所望であ
れば、ラクトースがそのような増大した濃度で溶解したままである限り、５０％を超える
ラクトース濃度を有する乳基質を使用できる。しかし、ラクトースは、一般に、５０％を
超える濃度で低い溶解度を有する。
【００２７】
　重要な態様において、ラクターゼ酵素は、乳基質中に存在するラクトースの約２５％か
ら約１００％を転化し、転化されたラクトースの約２０％から約７５％がＧＯＳを形成し
、好ましくは転化されたラクトースの約３０％から約７５％がＧＯＳを形成し、より好ま
しくは転化されたラクトースの約５０％から約７５％がＧＯＳを形成し、転化されたラク
トースの残りは、グルコースおよびガラクトースなどの加水分解生成物を形成する。乳基
質は、次いで、相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減されたラクトース濃度を
含むチーズ製品を形成するように加工される。
【００２８】
　加水分解およびトランス－ガラクトシル化活性を有するラクターゼ酵素を、いくつかの
チーズ加工に組み込んで、相当に増大されたＧＯＳ含有量および低減されたラクトース濃
度を有するチーズ製品を提供できる。例えば、酵素処理ステップを、伝統的なカード型加
工、無乳清法（すなわち、カードと乳清との分離を含まない方法）、および当技術分野で
周知のハイブリッド法中に組み込むことができる。乳清分離ステップを含まないチーズ加
工は、ラクターゼ酵素を最適ラクトース濃度で使用できるので、特に望ましく、形成され
るすべてのＧＯＳは、加工中に乳清または浸透液の除去がないので製品中に残存する。
【００２９】
　一態様において、相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減されたラクトース含
有量を有するカッテージチーズ製品は、カードとドレッシング成分とを組み合わせて調製
することができ、該両成分は、ラクトースをＧＯＳに転化するためのトランス－ガラクト
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シル化および加水分解活性を有する１または複数のラクターゼ酵素を使用して調製される
。カードまたはドレッシング成分の一方のみがラクターゼ酵素処理で調製されたカードお
よびドレッシングを含むカッテージチーズ製品は、一般に、両方の成分がラクターゼ酵素
処理で調製されたカッテージチーズ製品に比べて、より高いラクトース含有量およびより
低いＧＯＳ含有量を有するカッテージチーズ製品をもたらす。カッテージチーズカードは
、乳供給源を含む乳基質を、トランス－ガラクトシル化および加水分解活性を有する１ま
たは複数のラクターゼ酵素と、該乳基質中のラクトースの少なくとも約２０％をＧＯＳに
転化するのに有効な時間および温度で保持して処理することによって調製される。次いで
、生じたカードを乳清から分離する。１または複数のラクターゼ酵素で処理される予定の
乳基質は、少なくとも約７％のラクトースを含むことが一般に好ましいが、カッテージチ
ーズカードの調製には乳供給源として脱脂乳が一般的に使用され、脱脂乳は、ほんの約４
％にすぎないラクトースを含む。乳基質を、酵素処置中またはその後に、乳酸産生培養物
を用いてまたは食用酸を添加して酸性化し、約ｐＨ４．３から約ｐＨ５．２などの所望の
酸性度まで酸性度を低下させ、凝固物を形成することができる。別法として、乳基質を、
酵素処理の後に、食用酸を添加して酸性化し、約ｐＨ４．３からｐＨ５．２などの所望の
酸性度まで低下させ、凝固物を形成することができる。水性カッテージチーズドレッシン
グは、クリーム、および脱脂乾燥乳（「ＮＦＤＭ」）、乳タンパク質濃縮物、乳清タンパ
ク質濃縮物などのその他の乳成分を含む。トランス－ガラクトシル化および加水分解活性
を有する１または複数のラクターゼ酵素は、ドレッシングに添加され、該ドレッシング中
のラクトースの少なくとも約２０％をＧＯＳに転化するのに有効な時間および温度で保持
される。約５０％から約７０％のラクターゼ処理カード、好ましくは約６０％のラクター
ゼ処理カードを、約３０％から約５０％のラクターゼ処理ドレッシング、好ましくは約４
０％のラクターゼ処理ドレッシングと組み合わせて、４オンスの一人前につき少なくとも
約０．５ｇのＧＯＳおよび約１ｇ未満のラクトースを有するカッテージチーズ製品を提供
する。
【００３０】
　別の態様において、相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減された濃度のラク
トースを有するプロセスチーズ製品を、ナチュラルチーズを乳化用塩類および本明細書に
記載の方法で処理された乳基質とブレンドすることおよび蒸煮することによって調製でき
る。一般に、乳基質は、少なくとも７％のラクトースを有する乳混合物を、トランス－ガ
ラクトシル化および加水分解活性を有する１または複数のラクターゼ酵素と、スラリー中
のラクトースの少なくとも約２０％をＧＯＳに転化するための時間および温度で、例えば
、約２０℃から７０℃で約０.２５時間から約２４時間、好ましくは約４０℃から約６５
℃で約０.５時間から約２時間処理することによって調製されるが、正確な条件は、使用
される個々のラクターゼ酵素または酵素の組合せにとって最適な条件を基にして選択すべ
きである。乳基質は、乳化用塩類などの任意の残り成分に添加され、ナチュラルチーズ（
例えば、チェダーチーズ、コルビーチーズ、スイスチーズ、ブリックチーズ、ミュンスタ
ーチーズ、パスタフィラータチーズ、ウォッシュカード、および顆粒状カードチーズなど
）とブレンドされ、蒸煮されてプロセスチーズが形成される。プロセスチーズ製品は、１
オンスの一人前につき少なくとも約０.５ｇのガラクト－オリゴ糖および１オンスの一人
前につき約１ｇ未満のラクトースを有する。
【００３１】
　好ましくは、本明細書に記載の方法は、相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低
減された濃度のラクトースを有するクリームチーズ製品を調製するのに使用される。本明
細書中で使用される場合、用語「クリームチーズ製品」は、伝統的な型のクリームチーズ
製品（例えば、カードと乳清との分離を含むクリームチーズ加工）、カードと乳清との分
離なしで調製されるクリームチーズ製品、模擬クリームチーズ製品（例えば、植物油など
の非乳脂肪を含むクリームチーズ製品）などを指す。
【００３２】
　一態様において、無乳清法は、ＧＯＳおよび相当に低減されたラクトース濃度を有する
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クリームチーズ製品の製造のために提供され、該方法は、（１）少なくとも約７％のラク
トース、好ましくは約２０％から約５０％のラクトースを含む乳基質を調製すること、（
２）該乳基質を約６０℃から約９３℃に加熱すること、（３）加熱した該乳基質を均質化
して乳ブレンドを形成すること、（４）該乳ブレンドを冷却するか、あるいは該乳ブレン
ドを約２０℃から約７０℃に放冷すること、（５）該乳ブレンドをトランス－ガラクトシ
ル化活性および加水分解活性を有する１または複数のラクターゼ酵素と、均質化されたブ
レンド中のラクトースの少なくとも２０％をＧＯＳに転化するのに有効な時間および温度
で処理すること、（６）酵素で処理された混合物のｐＨを約４．３から約５．２に調節す
ること、（７）ｐＨを調節した混合物を約７６℃から約９３℃で約５分から約２０分間加
熱して蒸煮された混合物を形成すること、および（８）蒸煮された混合物を均質化して、
約１％から約３６％の脂肪、約５％から約１５％のタンパク質および約４５％から約７５
％の水分、１オンスの一人前につき少なくとも０．５ｇのガラクト－オリゴ糖、および１
オンスの一人前につき約１ｇ未満のラクトースを含む最終クリームチーズ製品を提供する
ことを含む。
【００３３】
　付加的なクリームチーズ成分（脂肪（例えば、乳脂肪、クリーム、非乳脂肪など）、安
定剤、塩、水など）を、酵素処理ステップの前または後に、最終クリームチーズ製品が、
約１％から約３６％の脂肪、約５％から約１５％のタンパク質、および約４５％から約７
５％の水分を含むように添加することができる。
【００３４】
　別の態様では、ハイブリッド法が、相当な濃度のＧＯＳおよび相当に低減された濃度の
ラクトースを有するクリームチーズ製品を製造するために提供され、該方法は、
（１）
　（ａ）乳、クリーム、乳脂肪、およびこれらの混合物からなる群から選択される乳混合
物を調製すること、
　（ｂ）該乳混合物を約６０℃から約９３℃に加熱すること、
　（ｃ）加熱された該乳混合物を均質化して均質化されたブレンドを形成すること、
　（ｄ）均質化された該ブレンドを約１８℃から約４５℃に冷却すること、
　（ｅ）均質化された該ブレンドのｐＨを約４.３から約５.２に調整してカードおよび乳
清を形成すること、および
　（ｆ）ステップ（ｅ）で形成された乳清からカードを分離して乳カード成分を形成する
こと、
を含む方法によって乳カード成分を調製すること、
（２）
　（ａ）少なくとも約７％のラクトース濃度を有する乳基質を調製すること、
　（ｂ）該乳基質を約２０℃から約７３℃に加熱すること、および
　（ｃ）該乳基質を、加水分解およびトランス－ガラクトシル化活性を有する１または複
数のラクターゼ酵素と、該乳基質中に存在するラクトースの少なくとも約２０％をＧＯＳ
に転化するのに有効な時間および温度で処理して、酵素で処理された乳成分を形成するこ
と、
を含む方法によって酵素で処理された乳成分を調製すること、
（３）約１０％から約７５％のステップ（２）の酵素処理乳成分を、約２５％から約９０
％のステップ（１）の乳カード成分、ならびに任意選択で約０.５％から約１％の塩およ
び約０.１％から約１％の安定剤とブレンドしてクリームチーズブレンドを提供すること
、
（４）該クリームチーズブレンドを約７７℃から約９３℃で約５分から約２０分間加熱す
ること、ならびに、
（５）該クリームチーズブレンド物を、約１％から約３６％の脂肪、約５％から約１５％
のタンパク質、および約４５％から約７５％の水分、１オンスの一人前につき少なくとも
０.５ｇのガラクト－オリゴ糖、および１オンスの一人前につき約１ｇ未満のラクトース
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を含むクリームチーズ製品を形成するように均質化することを含む。若干のラクトースは
、乳清中に取り残されると思われる。
【００３５】
　別の態様では、カードと乳清との分離を含み、分離された乳清からのＧＯＳ回収を伴う
方法が、相当の濃度のＧＯＳおよび相当に低減された濃度のラクトースを有するクリーム
チーズ製品の製造のために提供され、該方法は、
（１）少なくとも約７％のラクトース濃度、好ましくは約２０％から約５０％のラクトー
スを有する乳基質を調製すること、
（２）該乳基質を約６０℃から約９３℃に加熱すること、
（３）加熱された該乳基質を均質化して乳ブレンドを形成すること、
（４）該乳ブレンドを約２０℃から約７０℃に冷却すること、
（５）該乳ブレンド物を、トランス－ガラクトシル化活性および加水分解活性を有する１
または複数のラクターゼ酵素と、該乳ブレンド中に存在するラクトースの少なくとも約２
０％をＧＯＳに転化するのに有効な温度および時間で処理して、酵素で処理された乳ブレ
ンド物を提供すること、
（６）酵素で処理された乳ブレンド物のｐＨを、約４.３から約５.２に調節してカードお
よび乳清を形成すること、
（７）乳清からカードを、分離された乳清からＧＯＳを回収し、かつその後の加工用に該
カードと組み合わせるように分離すること、
（８）約０.５％から約１％の塩および約０.１％から約１％の安定剤を任意選択で添加す
ること、
（９）分離されたカードを均質化して均質化されたクリームチーズブレンドを形成するこ
と。
（１０）該クリームチーズブレンドを、もし添加されたのなら乳タンパク質および安定剤
を機能化するのに有効な温度および時間で加熱すること、ならびに
（１１）加熱された該クリームチーズブレンドを、約１％から約３６％の脂肪、約５％か
ら約１５％のタンパク質、および約４５％から約７５％の水分、１オンスの一人前につき
少なくとも０.５ｇのガラクト－オリゴ糖、および１オンスの一人前につき約１ｇ未満の
ラクトースを有する最終クリームチーズ製品を生み出すように均質化することを含む。
【００３６】
　当業者に理解されるように、本明細書に記載の方法におけるステップの順序は、変更す
ることができ、それでも満足できるクリームチーズ製品を得ることができる。所望なら、
付加的ステップも利用できる。例えば、所望される場合には、付加的な均質化ステップを
実施できる。また、最終クリームチーズ製品に所望される脂肪、タンパク質、および水分
含有量を提供するために必要とされる場合、付加的なクリームチーズ成分（脂肪供給源（
例えば、乳脂肪、クリーム、非乳脂肪など）、タンパク質供給源、水など）を、酵素処理
ステップの前または後に添加することができる。
【００３７】
　本明細書に記載の方法によって提供されるチーズ製品は、一人前につき少なくとも約０
.５ｇのＧＯＳ、好ましくは一人前につき少なくとも約０.７ｇのＧＯＳ、より好ましくは
一人前につき少なくとも約１.０ｇのＧＯＳ、および一人前につき１ｇ以下のラクトース
を含む。この濃度のラクトースは、ラクトース不耐症を有するほとんどの消費者が耐える
のに十分低い。
【００３８】
　製造コストは、前以て製造されたＧＯＳ濃縮物、またはイヌリンなどの他のプレバイオ
ティクス成分をチーズ製品に添加することと比較して著しく低下する。
【００３９】
　特に、クリームチーズ製品に対して、本明細書に記載の方法は、ＧＯＳが、驚くべきこ
とに、クリームチーズ製品に対してテクスチャー付与および安定化効果を有し、そのため
、安定剤の使用低減を可能にし、かつ離液なしに最終クリームチーズ製品における増大さ



(13) JP 5989295 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

れた水分含有量を提供するので、製造コストを低減するのに効果的である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減された濃度のラクトースを有す
る、本明細書に記載のカッテージチーズの調製方法に関する一実施形態を示す流れ図であ
る。
【図２】相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減された濃度のラクトースを有す
る、本明細書に記載のプロセスチーズの調製方法に関する一実施形態を示す流れ図である
。
【図３】相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減された濃度のラクトースを有す
る、本明細書に記載のクリームチーズの調製方法に関する一実施形態を示す流れ図である
。
【図４】相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減された濃度のラクトースを有す
る、本明細書に記載のクリームチーズの調製方法に関する別の実施形態を示す流れ図であ
る。
【図５】相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減された濃度のラクトースを有す
る、本明細書に記載のクリームチーズの調製方法に関するもう１つの実施形態を示す流れ
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本明細書に記載の方法は、チーズ製品、特にカッテージチーズ、クリームチーズ、およ
びプロセスチーズ製品中に、相当に増大されたガラクト－オリゴ糖（ＧＯＳ）含有量およ
び相当に低減されたラクトース濃度を提供する。本明細書中で提供されるチーズ製品は、
また、増大された可溶性繊維含有量、低減されたカロリー含有量、優れた感覚刺激特性、
改善されたテクスチャー、および風味を有する。特に、本明細書に記載のクリームチーズ
は、チーズケーキなどの蒸煮製品中で使用された場合に、低減された褐変を有する。さら
に、本明細書に記載の方法は、ＧＯＳが、ラクトースまたはその加水分解生成物と比べて
より徐々に吸収されるので、チーズ製品の血糖指数を低減する。驚くべきことに、相当に
増大されたＧＯＳ含有量が、増大された水分含有量を可能にし、かつＧＯＳが安定化機能
を提供するので安定剤添加の必要性を低減することが見出された。当業者は、本明細書に
記載の方法が、チーズ製品を調製する多くの従来法に適用できることを認識するであろう
。
【００４２】
　本明細書の目的の場合、「相当に低減されたラクトース濃度」または同義句は、チーズ
製品が、一人前につき約１ｇ未満のラクトースを含むことを意味すると解釈される。本明
細書の目的の場合、「相当に増大されたＧＯＳ含有量」または同義句は、チーズ製品が、
一人前につき少なくとも約０．５ｇのＧＯＳ、好ましくは一人前につき少なくとも約０．
７ｇのＧＯＳ、より好ましくは一人前につき少なくとも約１ｇのＧＯＳを含むことを意味
すると解釈される。本明細書中で規定される場合、クリームチーズおよびプロセスチーズ
の一人前の大きさは、一人前につき１オンスであり、カッテージチーズ製品の一人前の大
きさは、一人前につき４オンスである。従来法で製造されるクリームチーズ製品は、ＧＯ
Ｓをほとんどまたはまったく含まず（すなわち、１オンスの一人前につき約０．１ｇ未満
のＧＯＳ）、約４％から約１０％のラクトース、あるいは１オンスの一人前につき最大で
３ｇ未満のラクトースを含む。従来のプロセスチーズ製品は、一般に、約１％から約１０
％のラクトースを有し、最も一般的には約７％から８％のラクトースを有する。従来のカ
ッテージチーズ製品は、一般に、約２％から６％のラクトースを有し、より一般的には約
４％から約５％のラクトースを有する。本明細書中で提供されるプロセスおよびクリーム
チーズ製品は、一人前につき約１ｇ未満のラクトースを有する。
【００４３】
　本明細書に記載の方法は、乳基質中に存在するラクトースをＧＯＳに転化するための、
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加水分解およびトランス－ガラクトシル化活性を有する１または複数のラクターゼ酵素を
使用する。本明細書中で提供されるチーズ製品は、また、従来のチーズ製品によっては提
供されない健康上の利益を提供する。ＧＯＳは、ビフィドバクテリア、ラクトバクテリア
、およびその他のヒト腸内微小細菌叢の増殖を選択的に促進することを含む、ヒトに対す
る高い栄養価値を有する。
【００４４】
　本明細書に記載の方法の範囲を限定することを意図するものではないが、加水分解およ
びトランス－ガラクトシル化活性を有する１または複数のラクターゼ酵素を、以下に一般
的に記載するような各種のチーズ加工に組み込むことができる。好ましくは、該チーズ加
工は、ＧＯＳが、比較的低分子量（すなわち、約１０００ダルトン未満）を有し、乳清ま
たは浸透液などの流体相中に実質上逃げてしまうので、カード分離段階を含まない。もち
ろん、所望なら、付加的加工段階を採用して流体相からＧＯＳを回収できるが、このよう
な付加的段階は、製造時間およびコストを増加する。
【００４５】
　本明細書に記載の方法は、相当に増大されたガラクト－オリゴ糖（ＧＯＳ）含有量およ
び相当に低減されたラクトース濃度を有する、カッテージチーズ、クリームチーズ、およ
びプロセスチーズ製品を調製するのに使用される。好ましくは、本明細書に記載の方法は
、クリームチーズ製品を調製するのに使用される。
【００４６】
　図１は、相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減された濃度のラクトースを有
するカッテージチーズの調製方法に関する一実施形態を示す。相当に増大されたＧＯＳ含
有量および相当に低減された濃度のラクトースを有するカッテージチーズ製品は、その両
成分とも、該成分中に存在するラクトースをＧＯＳに転化するためのトランス－ガラクト
シル化および加水分解活性を有する１または複数のラクターゼ酵素を使用して調製された
カードおよびドレッシング成分を組み合わせて調製することができる。そのカードまたは
ドレッシング成分の一方のみがラクターゼ酵素処理で調製されたカードおよびドレッシン
グを含むカッテージチーズ製品は、一般に、その両成分ともラクターゼ酵素処理で調製さ
れたカッテージチーズ製品と比べて、より高いラクトース含有量およびより低いＧＯＳ含
有量を有するカッテージチーズ製品をもたらす。ラクトース濃度が４オンスの一人前につ
き約１ｇを超えることが許容される応用の場合には、ドレッシング成分のみがラクターゼ
処理ステップで調製される方法を実施することが好ましい。ラクターゼ処理ドレッシング
およびラクターゼ処理カードの双方を含むカッテージチーズ製品は、４オンスの一人前に
つき少なくとも約０．５ｇのＧＯＳ、および４オンスの一人前につき約１ｇ未満のラクト
ースを有する。
【００４７】
　ラクターゼ処理カッテージチーズカード成分は、乳供給源、好ましくは脱脂乳を含む乳
基質を乳酸産生培養物と培養することによって、または凝固物を形成するために食用酸を
添加してｐＨを約ｐＨ４.３から約ｐＨ５.２などの所望の酸性度へ低下させることによっ
て調製される。１または複数のラクターゼ酵素で処理される予定の乳基質は、少なくとも
約７％のラクトースを含むことが一般には好ましいが、カッテージチーズカードの調製に
は脱脂乳が一般に使用され、脱脂乳は、ほんの４％にすぎないラクトースを含む。トラン
ス－ガラクトシル化および加水分解活性を有する１または複数のラクターゼ酵素は、乳酸
培養物との培養の前または培養後に乳基質に添加される。乳基質をラクターゼ酵素および
乳酸培養物と同時に処理するなら、１または複数のラクターゼ酵素および乳酸培養物は、
たとえその条件がラクターゼ酵素にとって最適でなくとも、類似の操作変数条件、例えば
、ｐＨ、温度、および反応時間を有するべきである。混合物を、乳基質中に存在するラク
トースの少なくとも約２０％をＧＯＳに転化するのに有効的な時間および温度で、例えば
、約２０℃から約４０℃で約０.２５時間から約２４時間、好ましくは約３０℃から約４
０℃で約０.５時間から約１６時間保持するが、正確な条件は、使用する個々のラクター
ゼ酵素または酵素の組合せにとって最適な条件に基づいて選択すべきである。混合物を、
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それが熟成し、凝固物が形成されるまで保持する。乳酸産生培養物の代わりに食用酸を使
用して乳基質を酸性化するなら、酸の添加に先立って、トランス－ガラクトシル化および
加水分解活性を有する１または複数のラクターゼ酵素を添加し、該乳基質を、混合物中に
存在するラクトースの少なくとも２０％をＧＯＳに転化するのに有効な時間および温度で
保持し、次いで、酸を添加し、混合物が凝固物を形成するのを可能にする。カードを、切
断し、次いで、例えば約４８℃から約６０℃の温度で蒸煮する。蒸煮後、カードを、排液
し、冷却する。ＧＯＳおよび未転化ラクトースのほとんどは、ＧＯＳの分子量が小さいた
め、カード分離ステップ中に乳清中に逃げてしまうが、小さな割合のＧＯＳがカード中に
保持される。所望なら、付加的段階を採用して、乳清からＧＯＳを回収し、そのＧＯＳを
分離されたカードと再混合することができる。例えば、逆浸透、ナノフィルトレーション
、サイズ排除クロマトグラフィー、またはアフィニティークロマトグラフィーを使用して
、乳清からＧＯＳを回収できる。しかし、このようなステップは、製造過程に相当の時間
およびコストを付加する。冷却され、排液されたカードを、直ちに使用することができ、
あるいは必要となるまで約０℃から約５℃で維持できる。
【００４８】
　ラクターゼ処理カッテージチーズドレッシング成分は、クリーム、および脱脂乾燥乳（
「ＮＦＤＭ」）、乳タンパク質濃縮物、乳清タンパク質濃縮物などの他の乳成分を含む乳
基質をまず提供することによって調製される。１または複数のラクターゼ酵素と処理され
る予定の乳基質は、少なくとも約７％のラクトースを含むべきである。トランス－ガラク
トシル化および加水分解活性を有する１または複数のラクターゼ酵素は、乳基質に添加さ
れ、該ドレッシング中のラクトースの少なくとも約２０％をＧＯＳに転化するのに有効な
温度でおよび時間、例えば、約２０℃から約７０℃で約０.２５時間から約２４時間、好
ましくは約４０℃から約６５℃で約０.５時間から約２時間維持されるが、正確な条件は
、使用する個々のラクターゼ酵素または酵素の組合せにとって最適な条件に基づいて選択
すべきである。ラクターゼ処理ドレッシングを、次いで、例えば、約６６℃から約９３℃
で約１秒から約３０分間低温殺菌し、冷却する。冷却されたドレッシングは、直ちに使用
することができ、あるいは必要となるまで約０℃から約５℃で維持できる。
【００４９】
　カッテージチーズ製品は、４オンスの一人前につき少なくとも約０．５ｇのＧＯＳおよ
び４オンスの一人前につき約１ｇ未満のラクトースを有するカッテージチーズ製品を提供
するために、約５０％から約７０％のラクターゼ処理カードおよび約５０％から約３０％
のラクターゼ処理ドレッシングを、好ましくは約６０％のラクターゼ処理カードおよび約
４０％のラクターゼ処理ドレッシングを含む。ラクトース濃度が４オンスの一人前につき
約１ｇを超えることが許容される応用の場合には、ドレッシング成分のみがラクターゼ処
理ステップで調製される方法を実施することが好ましい。このようなカッテージチーズ製
品は、４オンスの一人前につき少なくとも約０.５ｇのＧＯＳを有するカッテージチーズ
製品を提供するために、約５０％から約７０％のカードおよび約５０％から約３０％のラ
クターゼ処理ドレッシングを、好ましくは約６０％のカードおよび約４０％のラクターゼ
処理ドレッシングを含む。
【００５０】
　図２は、相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減された濃度のラクトースを有
するプロセスチーズの調製方法に関する一実施形態を示す。相当に増大されたＧＯＳ含有
量および相当に低減された濃度のラクトースを有するプロセスチーズは、ナチュラルチー
ズを、乳化用塩類および相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減された濃度のラ
クトースを含む乳基質とブレンドすることおよび蒸煮することによって調製することがで
きる。一般に、該乳基質は、少なくとも７％のラクトースを有する乳混合物を、トランス
－ガラクトシル化および加水分解活性を有する１または複数のラクターゼ酵素と処理する
ことによって調製される。乳混合物に適した成分には、乳脂肪、固形乳清、ＮＦＤＭ、乳
タンパク質濃縮物、乳清タンパク質濃縮物、乳清などが含まれる。該乳成分は、乾燥粉末
または液状濃縮物でよく、典型的には水和されてスラリーまたは「湿り混合物」となる。
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該スラリーは、少なくとも約７％のラクトースを含むべきである。次いで、スラリーを、
トランス－ガラクトシル化および加水分解活性を有する１または複数のラクターゼ酵素と
、該スラリー中のラクトースの少なくとも約２０％をＧＯＳに転化するための時間および
温度で、例えば、約２０℃から約７０℃で約０.２５時間から約２４時間、好ましくは約
４０℃から約６５℃で約０.５時間から約２時間処理するが、正確な条件は、使用する個
々のラクターゼ酵素または酵素の組合せにとって最適な条件に基づいて選択すべきである
。乳基質を、乳化用塩類などの任意の残り成分に添加し、チーズ（例えば、チェダーチー
ズ、コルビーチーズ、スイスチーズ、ブリックチーズ、ミュンスターチーズ、パスタフィ
ラータチーズ、ウォッシュカード、および顆粒状カードチーズなど）とブレンドし、蒸煮
してプロセスチーズを形成する。プロセスチーズ製品は、１オンスの一人前につき少なく
とも約０.５ｇのＧＯＳおよび１オンスの一人前につき約１ｇ未満のラクトースを有する
。
【００５１】
　無脂肪、低脂肪、または全脂肪クリームチーズ製品は、本明細書に記載の方法を使用し
て製造できる。例えば、クリームチーズを調製するための伝統的なカード－タイプの加工
では、乳とクリームとの混合物を、乳酸形成細菌と培養してラクトースを乳酸に転化する
。培養は、ｐＨが十分に低下してカードを形成するまで継続し、次いで、カードを乳清か
ら機械的に分離し、カードを加工して最終クリームチーズ製品を調製する。伝統的なカー
ド－タイプの加工で使用される培養ステップに対する代替として、該方法は、食品級酸味
料の直接添加を含むことができる。食品級酸味料は、クエン酸、酢酸、乳酸、リンゴ酸、
フマル酸、酒石酸、塩酸、硫酸、リン酸、グルコノ－δ－ラクトンなどの食用酸、または
それらの組合せである。より新規な無カード／無乳清－タイプの加工では、乳タンパク質
濃縮物（ＭＰＣ）、乳清タンパク質濃縮物（ＷＰＣ）、およびチーズ乳清などの乳成分を
、所望のｐＨまで培養し、次いで、乳清からカードを分離するためのステップを含めない
で加工して最終クリームチーズ製品を調製する。既知法のさらなる変形形態には、ＭＰＣ
、ＷＰＣ、およびチーズ乳清などの乳成分を、別な方法で伝統的なカード－タイプの加工
中に組み込む方法が含まれる。クリーム、乳、脱脂乳、バターミルク、チーズ乳清、一部
の水が除去された任意の前記物、無水乳脂肪、脱水クリーム、製造用脱脂乳チーズ、チー
ズ乳清からのアルブミンなどの任意選択の乳成分を、伝統的に製造されたカード、または
無乳清法で液状培養した、もしくは酸性化して限外濾過した保持物（ｒｅｔｅｎｔａｔｅ
）に添加することができる。別の態様では、クリームチーズを、無乳清法で再水和された
粉末成分から調製できる。所望なら、非乳脂肪（例えば、植物油）を使用することもでき
る。
【００５２】
　図３～５に示す方法は、加水分解およびトランス－ガラクトシル化活性を有する１また
は複数のラクターゼ酵素の各種のクリームチーズ加工に組み込むことの単なる例示であり
、限定することを意図したものではない。
【００５３】
　例えば、図３は、ＧＯＳを含みかつ低減された濃度のラクトースを有するクリームチー
ズを調製するための無乳清法に関する１つの実施形態を示す。少なくとも約７％、好まし
くは約２０％から約５０％のラクトース濃度を有する乳基質を調製する。好ましくは、該
乳基質は、乳清タンパク質濃縮物、乳タンパク質濃縮物、脱脂乾燥乳などの再水和成分、
および／または乳清、脱脂乳、全乳、液状乳清タンパク質濃縮物、液状乳タンパク質濃縮
物などの流体乳濃縮物を含む。任意選択で、該乳基質は、さらに、クリームおよび／また
は乳脂肪などの付加的クリームチーズ成分を含むことができるが、含めるなら、これらの
成分は、乳基質のラクトース濃度を希釈するので、酵素処理の後にこれらの成分を添加す
ることが好ましい。次いで、該乳基質を、低温殺菌（例えば、約６６℃から約９３℃で約
１秒から約３０分間）し、均質化（例えば、約２０００ｐｓｉから約１０,０００ｐｓｉ
で）して、均質な乳ブレンドを製造する。次いで、該乳ブレンドを、従来からの方法を使
用して約２０℃から約７０℃に冷却する。冷却された乳ブレンドを、加水分解およびトラ
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ンス－ガラクトシル化活性を有する１または複数のラクターゼ酵素と、ラクトースの約２
０％をＧＯＳに転化するのに有効な時間および温度で、例えば、約２０℃から約７０℃で
約０.２５時間から約２４時間、好ましくは約４０℃から約６５℃で約０.５時間から約２
時間処理するが、正確な条件は、使用する個々のラクターゼ酵素または酵素の組合せにと
って最適な条件に基づいて選択すべきである。図３に点線で示すように、任意選択で、ク
リームおよび／または乳脂肪などの脂肪に富むクリームチーズ成分を、最初の乳基質にで
はなく、酵素処理ステップ後の酵素処理乳ブレンドに添加して、クリームチーズ混合物を
形成することができ、この場合、該混合物を約４０℃から約７０℃に加熱してエマルジョ
ンの形成を助け、次いで均質化してクリームチーズブレンドを形成する。次いで、ブレン
ドを冷却するか、あるいは約１８℃から約４５℃に放冷し、約４.３から約５.２のｐＨと
なるように処理する。ｐＨは、食用の無機または有機酸を添加することによって、あるい
は乳酸産生培養物と処理して約４.３から約５.２のｐＨとなるように、例えば、約１８℃
から約４５℃で約２時間から約２４時間培養することによって調節できる。酸性化された
乳ブレンドを、次いで、約７６℃から約９３℃で約５分から約２０分間加熱して培養物を
不活化し（酸性化のために使用されるなら）、および／または乳タンパク質を機能化する
。付加的クリームチーズ成分（脂肪（例えば、乳脂肪、クリーム、非乳脂肪など）、安定
剤、塩、水など）を、酵素処理ステップの前または後に添加できる。好ましくは、約０.
１％から約１.０％の安定剤、および約０.５％から約１.５％の塩が添加される。甘味料
（天然および／または人工の）、着色料、風味料などのその他の添加剤も、所望なら、添
加することができる。加熱された混合物を、次いで、約２０００ｐｓｉから約１０,００
０ｐｓｉなどで均質化し、相当に増大されたＧＯＳ含有量を含みかつ相当に低減されたラ
クトース濃度を有する乳化されテクスチャーを付与された最終クリームチーズ製品を提供
する。最終クリームチーズ製品は、約１％から約３６％の脂肪、約５％から約１５％のタ
ンパク質、約４５％から約７５％の水分、１オンスの一人前につき少なくとも約０.５ｇ
のＧＯＳを含み、相当に低減されたラクトース濃度を有する。
【００５４】
　例えば、図４は、相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減された濃度のラクト
ースを有するクリームチーズの調製方法に関するもう１つの実施形態を示す。第１乳基質
を、例えば約６６℃から約９３℃で約１秒から約３０分間低温殺菌し、例えば約２０００
ｐｓｉから約１０,０００ｐｓｉで均質化する。次いで、混合物を約１８℃から約４５℃
に冷却し、該混合物を約４.３から約５.２のｐＨとなるように処理する。ｐＨを、当技術
分野で周知の方法によって、例えば、食用の無機または有機酸を添加することによって、
あるいは乳酸産生培養物と例えば約１８℃から約４５℃で約２時間から約２４時間処理す
ることによって調節して、カードを形成することができる。次いで、カードを、乳清また
は浸透液流から、遠心分離または膜濾過などの当技術分野で周知の任意手段で分離する。
少なくとも約７％、好ましくは約２０％から約５０％までのラクトース濃度を有する第２
乳基質を、約４０℃から約７３℃の温度に加熱し、加水分解およびトランス－ガラクトシ
ル化活性を有する１または複数のラクターゼ酵素と、の少なくとも約２０％をＧＯＳに転
化するのに有効な温度および時間で、例えば、約２０℃から約７０℃で約０.２５時間か
ら約２４時間、好ましくは約４０℃から約６５℃で約０.５時間から約２時間処理する。
酵素で処理された材料を、次いで、第１乳基質から調製された分離カードとブレンドし、
クリームチーズ混合物を形成する。一般に、酵素で処理された材料の約１０％から約７５
％を、カードの約２５％から約９０％とブレンドする。カードと酵素で処理された材料と
の相対的量は、一般に、酵素で処理された材料のラクトース含有量および最終クリームチ
ーズ製品に所望されるＧＯＳ含有量によって決まる。例えば、最終クリームチーズ製品に
おけるＧＯＳ目標が、一人前につき０.７５ｇであり、かつ、酵素で処理された材料が７
％のラクトースを含むなら、約２４％のカードを、約７６％の酵素で処理された材料と組
み合わせるべきである。また、例えば、酵素で処理されたスラリーが約５０％のラクトー
スを含み、かつ最終クリームチーズ中のＧＯＳ目標が一人前につき０.７５ｇであるなら
、約８９％のカードを、酵素で処理された約１１％の材料と組み合わせるべきである。Ｇ
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ＯＳ目標が、一人前につき０.７５ｇを超えるなら、カードの比率を低下させる。当業者
は、最終クリームチーズ製品のための特定のＧＯＳ含有量に導くために、カードおよび酵
素で処理された材料の必要量を容易に計算できる。任意選択で、安定剤および塩を、それ
ぞれ好ましく約０.１％から約０.５％および約０.５％から約１％で添加できる。乳タン
パク質および安定剤を機能化し、クリームチーズ混合物を低温殺菌するために、クリーム
チーズ混合物を、約７６℃から約９３℃に加熱して約５分から２０分間蒸煮する。次いで
、熱いクリームチーズ混合物を、例えば、約２０００ｐｓｉから約１０,０００ｐｓｉで
均質化して、相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減されたラクトース濃度を有
する最終クリームチーズ製品を形成する。最終クリームチーズ製品は、約１％から約３６
％の脂肪、約５％から約１５％のタンパク質、約４５％から約７５％の水分、１オンスの
一人前につき少なくとも約０.５ｇのＧＯＳを含み、かつ相当に低減されたラクトース濃
度を有する。
【００５５】
　例えば、図５は、相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に低減された濃度のラクト
ースを有するクリームチーズの調製方法に関するもう１つの実施形態を示す。この態様で
は、乳およびクリームなどの伝統的な乳成分を、液状濃縮物または脱水形態のＭＰＣ、Ｗ
ＰＣ、ＷＰＩ、脱脂乳、無水乳脂肪、非乳脂肪などの代替成分と組み合わせて使用するこ
とができる。乳成分をブレンドして、少なくとも約７％のラクトースを有する乳基質を準
備する。該乳基質を、約６０℃から約９３℃に加熱し、均質化する。均質化された乳基質
を、次いで、加水分解およびトランス－ガラクトシル化活性を有する１または複数のラク
ターゼ酵素と、乳ブレンド中のラクトースの少なくとも約２０％をＧＯＳに転化するのに
有効な時間および温度で、例えば、約２０℃から約７０℃で約０.２５時間から約２４時
間、好ましくは約４０℃から約６５℃で約０.５時間から約２時間処理する。酵素で処理
された乳基質を、約１８℃から約４５℃にし、約４.３から約５.２のｐＨとなるように処
理する。次いで、酸性化された混合物を、乳清流からＧＯＳを回収するのに有効な操作を
使用してカードと乳清とに分離する。例えば、逆浸透、ナノフィルトレーション、サイズ
排除クロマトグラフィー、またはアフィニティークロマトグラフィーを使用して乳清から
ＧＯＳを回収することができる。遠心分離または限外濾過などのカードと乳清の典型的な
分離法は、ＧＯＳが１５００Ｄａ未満の分子量を有し、ほとんどがこのような操作で分離
された乳清中に取り残されるので、適していない。回収されたＧＯＳを、分離されたカー
ドと組み合わせ、次いで、約７６℃から約９３℃に加熱する。所望なら、熱い混合物に、
撹拌しながら任意選択で付加的なクリームチーズ成分を添加することができる。好ましく
は、約０.５％から約１.５％の塩および約０.１％から約１.０％の安定剤を添加する。混
合物を、約６６℃から約９３℃に約１秒から約３０分間維持し、酵素および培養物を不活
化し（使用したなら）、乳タンパク質および安定剤（使用したなら）を機能化して、最終
の低温殺菌を提供する。次いで、混合物を、例えば約２０００ｐｓｉから約１０,０００
ｐｓｉで均質化し、１オンスの一人前につき少なくとも約０.５ｇのＧＯＳを含み、かつ
相当に低減されたラクトース濃度を有するクリームチーズを乳化し、テクスチャーを付与
する。
【００５６】
　さらに別の態様では、少なくとも約７％のラクトースを有する乳基質を、加水分解およ
びトランス－ガラクトシル化活性を有する１または複数のラクターゼ酵素と、該乳基質中
に存在するラクトースの少なくとも約２０％をＧＯＳに転化するのに有効な時間および温
度で処理することができる。処理された乳基質を、次いで、例えば、凍結または脱水など
によって処理し、後のクリームチーズ加工で使用するために貯蔵することができる。
【００５７】
　当業者は、本明細書に記載の各種加工ステップの順序は、修正され得るが、総合的なチ
ーズ収量の低下をもたらさず、ＧＯＳ含有量を低減せず、あるいはラクトース濃度を増大
させないように選択すべきであることを認識するであろう。換言すれば、チーズ加工に対
する修正は、なお、１オンスの一人前につき少なくとも約０.５ｇのＧＯＳおよび１オン
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スの一人前につき約１ｇ未満のラクトースを有するチーズ製品をもたらすべきである。
【００５８】
　一般に、乳基質は、ラクターゼ酵素のトランス－ガラクトシル化活性が、約７％未満の
ラクトースを有する乳基質では効率が低いので、少なくとも約７％のラクトースを含むべ
きである。好ましくは、該乳基質は、約２０％から約５０％のラクトースを含む。所望な
ら、ラクトースがそのような増大した濃度でも溶けたままである限り、５０％を超えるラ
クトース濃度を有する乳基質を使用できる。しかし、ラクトースは、一般に、５０％を超
える濃度で溶解しない。
【００５９】
　本明細書中で提供される方法は、加水分解およびトランス－ガラクトシル化活性（後者
の活性が所望のＧＯＳを産生する）を有するラクターゼ酵素またはラクターゼ酵素の組合
せを利用する。ラクトースを分解してグルコースとガを作らなければならないので、加水
分解が、ＧＯＳ産生の第１ステップである。ラクトース濃度が高いほど（例えば、約７％
を超えるラクトース濃度）、トランス-ガラクトシル化が優勢であり、ラクトース分子か
ら分解されたガラクトースは、ラクトースまたはオリゴマーに付加される。トランスガラ
クトシル化に不利である条件下（例えば、７％未満のラクトース濃度）で、ガラクトース
は、加水分解生成物として蓄積する。トランス－ガラクトシル化は、反応が、少なくとも
約７％のラクトースなどの比較的高められたラクトース濃度を有する乳基質中で行われる
場合に、加水分解を超えて優勢である。本明細書に記載の方法は、流動性の乳を含む乳基
質を使用して行うことができるが、少なくとも約７％のラクトース、好ましくは少なくと
も約２０％から約５０％のラクトースを含む乳基質を調製することが好ましい。流動性の
乳は、約３.５％から約４％のラクトースを含む。乾燥および濃縮された成分などのいく
つかの乳成分は、より高いラクトース濃度を含む、例えば、乾燥乳清は、約７８％から約
８０％のラクトースを含み、脱脂乾燥乳（ＮＦＤＭ）は約５２％のラクトースを含む。乾
燥乳清タンパク質濃縮物（ＷＰＣ）は、約４８.５％までのラクトースを含み、一方、流
動性の乳清濃縮物は約３７.５％のラクトースを含む。その他の乳成分は低いラクトース
濃度を含む。例えば、クリームは約２％のラクトースを含み、一方、無水乳脂肪は、ラク
トースをほとんどまたはまったく含まない。本明細書に記載の方法で使用するのに好まし
い乳基質には、流動性の乳とクリームとの混合物などの従来からの出発原料の一部または
すべてに取って代わる、乳清タンパク質濃縮物（ＷＰＣ）、乳タンパク質濃縮物（ＭＰＣ
）、チーズ乳清、脱脂乳、（乳および乳清の限外濾過膜分離の副産物である）乳浸透物お
よび乳清浸透物などの粉末乳成分または濃縮液状乳成分が含まれる。トランス－ガラクト
シル化反応は、高濃度のラクトースで優れた反応速度を有し、かつこのような高濃度は、
再水和された粉末乳成分および／または濃縮液状乳成分を含む乳基質を使用することによ
って容易に達成されるので、好ましい乳基質には、粉末乳成分および濃縮液状乳成分が含
まれる。再水和された粉末乳成分および／または濃縮液状乳成分は、これらの成分を使用
して所望のラクトース濃度を有する乳基質を容易に調製することができるので、ラクトー
スをラクターゼ酵素でＧＯＳに転化するための好ましい乳基質である。粉末乳成分および
／または濃縮液状乳成分を含む乳基質は、また、好都合なことに、最終クリームチーズ製
品中にタンパク質などのその他の成分を提供できる。別法として、より新規な「無乳清」
クリームチーズ加工（すなわち、乳清除去ステップを含まないクリームチーズ加工）では
、粉末乳成分を水で再構成し、出来上がったクリームチーズ製品中に見出されるのと同様
の水分含有量を提供することができ、その結果、乳清の分離ステップが必要でない。
【００６０】
　一般には、ラクトース含有乳基質を、加水分解およびトランス－ガラクトシル化活性を
有する１または複数のラクターゼ酵素と、該乳基質中のラクトースの少なくとも約２０％
をＧＯＳに転化するのに有効な時間および温度で接触させる。好ましくは乳基質中に存在
するラクトースの少なくとも約３０％がＧＯＳに転化される。典型的には、平衡の問題の
ため、ＧＯＳまたは加水分解生成物（例えば、主要な自由加水分解生成物は、典型的には
グルコースであり、副次的な自由加水分解生成物は、典型的にはガラクトースである）に
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転化される乳基質中のラクトースは８０％を超えない。ＧＯＳまたは加水分解生成物に転
化されるラクトースの中の最大で約７５％を、ＧＯＳに転化することができ、残りは、化
学量論によって制約されながら加水分解生成物に転化される。
【００６１】
　重要な一態様において、１または複数のラクタマーゼ酵素は、乳基質中に存在するラク
トースの約２５％から約７０％をＧＯＳおよび加水分解生成物に転化し、転化されたラク
トースの少なくとも２０％、好ましくは少なくとも約３０％、より好ましくは少なくとも
約５０％、さらにより好ましくは少なくとも約７０％は、ＧＯＳであり、転化されたＧＯ
Ｓの残りは、グルコースおよびガラクトースなどの加水分解生成物である。
【００６２】
　当業者が認識するように、ラクトースの酵素的転化で産生されるＧＯＳ対加水分解生成
物の比率は、選択した１または複数のラクターゼ酵素の活性、および温度、ｐＨ、ラクト
ース濃度、酵素濃度、およびイオン強度などの操作条件によって決まる。例えば、反応は
、７％未満のラクトース濃度で実施することができるが、このような条件下では、転化さ
れたラクトース中のより少ない部分（一般には、約２０％から約５０％）がＧＯＳを形成
し、残りは加水分解生成物を形成する。また、例えば、反応は、より低い温度で（例えば
、約１５℃から約３０℃）実施できるが、ＧＯＳへの所望の転化を達成するためには、約
２時間から約２４時間などのより長い反応時間が必要とされる可能性がある。
【００６３】
　本明細書に記載の方法で有用な酵素には、精製酵素、あるいは加水分解およびトランス
－ガラクトシル化活性を有するラクターゼ酵素を産生する培養物の完全細胞または破砕細
胞中に提供される酵素などの、当技術分野で周知の酵素調製品が含まれる（例えば、ビフ
ィドバクテリウム・インファンタス(Bifidobacterium infantus)、アスペルギルス・オリ
ゼー(Aspergillus oryzae)、ペニシリウム・シンプリシスム(Penicillium simplicissum)
、ブレラ・シングラリス(Bullera singularis)など）。加水分解およびトランス－ガラク
トシル化活性の双方を有するラクターゼ酵素を使用できる。所望なら、ラクターゼ酵素の
組合せを使用して、加水分解およびトランス－ガラクトシル化活性を有する酵素の混合物
を提供できる。所望なら、加水分解およびトランス－ガラクトシル化活性を有するラクタ
ーゼ酵素を含む活性または不活性培養物を使用できる。
【００６４】
　本明細書に記載の方法に好ましい酵素は、約０.３より大きい、好ましくは約０.５より
大きい、より好ましくは約０.８より大きい、トランス－ガラクトシル化活性対加水分解
活性の比率を有する。トランス－ガラクトシル化活性は、ラクターゼ酵素をラクトースと
反応させること、およびＧＯＳの形成を、参照によりその全体で本明細書に組み込まれる
文献に記載されているように、ＨＰＬＣで測定することによって評価できる（例えば、非
特許文献５、非特許文献６参照）。好ましいラクターゼ酵素には、Ｂｉｏｌａｃｔａ（Ａ
ｍａｎｏ　Ｅｎｚｙｍｅｓ）およびＭａｘｉｌａｃｔ　ＬＸ（Ｎｏｖａｚｙｍｅ）が含ま
れる。加水分解活性は、参照によりその全体で本明細書に組み込まれる文献に記載されて
いるように、ＯＮＰＧ（ｏ－ニトロフェニル－β－Ｄ－ガラクトピラノシド）をラクター
ゼ酵素とｐＨ７および３７℃で処理すること、および４２０ｎｍでの吸光度増加を追跡し
て加水分解を測定することによって計算できる（例えば、非特許文献７参照）。
【００６５】
　好ましい態様において、酵素処理は、約４０℃から約６５℃で約０.５時間から約２時
間実施される。一般に、トランス－ガラクトシル化活性を有する１または複数のラクター
ゼ酵素を、１００ｇの乳基質につき約１２５から約５０００のβ－ガラクトシダーゼ酵素
単位で、１００ｇの乳基質につき好ましくは約５００から約１５００のβ－ガラクトシダ
ーゼ酵素単位で使用される。もちろん、所望なら、より少量またはより多量の酵素を使用
することができ、反応時間は、当業者によって容易に確かめられるように、ラクトースの
ＧＯＳへの所望の転化を達成するように調節されるであろう。好ましくは、混合物に添加
される１または複数のラクターゼ酵素の量は、酵素のコストと延長される酵素処理期間の
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出費とを均衡させる量として選択される。
【００６６】
　当技術分野で周知の任意の方法を使用して、処理された乳基質を酸性化することができ
る。一態様では、乳基質を、クエン酸、酢酸、乳酸、リンゴ酸、フマル酸、酒石酸、塩酸
、硫酸、リン酸、グルコン酸、グルコノ－δ－ラクトンなど、またはこれらの組合せの、
１種または複数の食品級酸を用いて直接的に酸性化することができる。一般に、乳基質の
ｐＨは、約４.３から約５.２、好ましくは４.６から約４.８のレベルに下げられる。別法
として、処理された乳基質を、乳酸産生クリームチーズ培養物と、約４.３から約５.２の
ｐＨに到達するのに有効な時間および温度で、例えば、約１５℃から約４５℃の温度で約
２時間から約２４時間、好ましくは約１８℃から約２２℃で約１２時間から約１６時間処
理することによって酸性化することができる。適切なクリームチーズ培養物の例には、限
定はされないが、Ｌ.ラクチス（L.lactis）、Ｌ.アシドフィルス（L.acidophilus）、Ｌ.
ラクチス亜種クレモリス（L.lactis subsp.cremoris）、Ｌ.ブルガリカス（L.bulgaricus
）、Ｓ.サーモフィルス（S.thermophilus）、Ｌ.カゼイ（L.casei）、Ｌ.ラクチス（L.la
ctis）、Ｌ.ヘルベチカス（L.helveticus）、またはその他の乳酸培養系が含まれる。本
明細書に記載の方法で使用するのに好ましいクリームチーズ培養物には、乳酸菌の混合物
を含むＤ１１ＳおよびＤＸ－３７Ｂ（Ｃｈｒ．Ｈａｎｓｅｎ、Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ、ウィ
スコンシン州）が含まれる。
【００６７】
　当技術分野で周知のように、乳酸産生培養物をスターター培養物として添加できる。ス
ターター培養物は、典型的には、乳酸産生細菌をクリームチーズの製造工程で使用すべき
量に比較して比較的少量の乳基質に接種することによって確立される。培養物は、クリー
ムチーズ製造のバッチのために乳基質の全量に接種するのに使用される前に、細菌の増殖
を支援する温度でインキュベートされる。別法として、クリームチーズミックスに直接的
に添加される凍結または乾燥培養濃縮物を含む、ダイレクトバットセット（「ＤＶＳ」）
培養物を使用できる。
【００６８】
　１または複数のラクターゼ酵素および乳酸発酵培養物を培養容器にほぼ同時点で添加す
ることによって、酵素処理および培養ステップを併合して、単一のステップとすることが
できる（培養ステップを酸性化のために使用する方で）ことを認識すべきである。このよ
うな併合ステップを可能にするためは、１または複数の酵素および培養物が、ｐＨ、温度
、および反応時間などの類似した操作条件を有するべきである。別法として、発酵によっ
て乳酸を産生し、かつまた加水分解およびトランス－ガラクトシル化活性を有する酵素を
産生する１種または複数の微生物を含む多機能性培養物を使用できる。
【００６９】
　一態様では、乳基質を、培養ステップを含む工程で培養するのに先立って、従来技術を
使用して低温殺菌する。好ましくは、低温殺菌は、プレ－トアンドフレーム式熱交換器中
などで約６６℃から約９３℃の温度で約１秒から約３０分間実施される。一般に、低温殺
菌工程は、１または複数のラクターゼ酵素を不活化するのに有効である。したがって、１
または複数のラクターゼ酵素は、一般に、加工助剤として機能し、最終クリームチーズ製
品中に活性な酵素は残存しない。
【００７０】
　１または複数のラクターゼ酵素によって消費されるラクトースに加え、酸性化ステップ
でラクトース発酵培養物を使用するなら、若干のラクトースは、ラクトース発酵培養物の
作用によって消費され、乳酸に転化される。残留（すなわち、未転化または未反応の）ラ
クトースは、工程に乳清分離ステップが含まれていないなら、最終クリームチーズ製品中
に残ったままである。一般に、若干の未転化ラクトースは、乳清分離ステップで乳清と共
に除去される。最終クリームチーズ製品中のラクトース量を、もし使用するなら、例えば
、水、クリーム、および乳脂肪などの、ラクトースをほとんどまたはまったく含まない乳
成分を含めることによってさらに低減することができる。このような成分を含めることは
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、最初の乳基質中のラクトース濃度を希釈するので、これらの低ラクトース成分、特に水
の全部または一部を、酵素処理の後に添加することが有利である。
【００７１】
　直接酸性化による、または培養による酸性化に続いて、混合物を、好ましくは約７６℃
から約９３℃で約５分から約２０分間の加熱ステップにかけ、乳タンパク質の機能化を促
進する。次いで、加熱された混合物を、乳化および／または安定化用塩、食塩、ガムなど
の親水コロイド、デンプン、マルトデキストリンなど、またはこれらの組合せのような付
加的クリームチーズ成分、ならびにその他の一般的なクリームチーズ添加剤とブレンドす
ることができる。約０.５％から約１.５％の塩、および約０.１％から約１.０％のガム類
などの食品級親水コロイド、デンプン、マルトデキストリンなどの１種または複数の選択
された安定剤を添加することが好ましい。適切なガムの例には、カロブ（ｃａｒｏｂ）、
グアール、キサンタン、カラゲナン、ゼラチンなど、またはこれらの混合物が含まれる。
例えば、カロブとキサンタンガムとの混合物が好ましい。デンプンは、修飾コーンスター
チ、馬鈴薯デンプン、タピオカデンプンなど、またはこれらの混合物のような任意の食品
用デンプンでよい。修飾マルトデキストリン（「Ｃ*ｄｅｌｉｇｈｔ」ＭＤ０１９７０、
Ｃａｒｇｉｌｌ，Ｍｉｎｎｅａｐｏｌｉｓ、ミネソタ州）などのマルトデキストリンを使
用できる。好ましくは、デンプンは、Ｍａｘｉｇｅｌ　７００（Ｔａｔｅ　＆　Ｌｙｌｅ
、Ｄｅｃａｔｕｒ、イリノイ州）などの修飾されたワックス状トウモロコシである。
【００７２】
　好ましくは、付加的クリームチーズ成分は、熱い乳混合物に添加され、該混合物を、安
定剤の可溶化および機能化を促進するため、および混合物を低温殺菌するために、約７６
℃から約９３℃でさらに約５分から約２０分間保持する。最後に、熱い混合物を均質化し
て、クリームチーズ製品を乳化しテクスチャーを付与する。好ましくは均質化の前に、任
意選択で、カルシウム、ビタミン、風味料、着色料、およびその他ミネラルなどのその他
の添加物を添加することができる。天然の乳風味料またはその他の風味料を、任意選択で
、本明細書に記載の方法の範囲内で添加することができる。クリームチーズに風味料を付
加するためのいくつかの方法は、当業者に周知であり、本明細書に記載の方法に容易に組
み込むことができる。加工ステップ中での損失を回避するために、最終の均質化ステップ
の前など、工程の末期に風味料を添加することが好ましい。低温殺菌された果実または果
実片、およびナッツなどの顆粒状薬味は、最後の均質化ステップの後に添加すべきである
。無菌果実ピューレなどを、包装直前に、部分的に冷却され均質化されたクリームチーズ
とかき混ぜるかブレンドすることができる。
【００７３】
　均質化は、工程中の多くの異なるステップで実施することができる。典型的には、乳基
質は、実質上均質な混合物を形成するために、次のステップに進む前に混合される。一般
に、均質化は、従来からの技術およびＧａｕｌｉｎ社製２段式ホモジナイザー（ＡＰＶ、
Ｌａｋｅ　Ｍｉｌｌｓ、ウィスコンシン州）などの装置を使用して実施できる。均質化は
、典型的には、高められた圧力で実施されるが、乳基質を均質化するのに有効である任意
の方法を使用できる。好ましくは、混合物を、その第１段が約２０００ｐｓｉから約１０
,０００ｐｓｉ（好ましくは、約３０００ｐｓｉから約５０００ｐｓｉ）の圧力であり、
第２段が約２００ｐｓｉから約１０００ｐｓｉ（好ましくは約５００ｐｓｉから約１００
０ｐｓｉ）の圧力である、２段階の均質化工程にかける。別法として、所望なら、１段階
の均質化ステップを使用できる。好ましくは、均質化ステップは、クリームチーズの所望
されるテクスチャーを得るため、工程の最終ステップとして実施される。最終クリームチ
ーズ製品を、当技術分野で周知の任意の方法によって包装することができる。好ましくは
、均質化された最終製品を約６８℃で熱時包装するが、所望なら、包装に先立って冷却し
てもよい。
【００７４】
　一般に、本明細書中に記載されるような、相当に増大されたＧＯＳ含有量および相当に
低減されたラクトース濃度を有するクリームチーズ製品は、ＧＯＳを含まないクリームチ
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ーズ製品に比べてわずかに高い、５０℃で約５００ｃｐｓから約１０００ｃｐｓの粘度を
有する。もちろん、最終クリームチーズの粘度は、所望の通りに調節できる。クリームチ
ーズの粘度（応力をもたらす）は、典型的には、参照によりその全体で本明細書に組み込
まれる文献に記載されているように、Ｈａａｋｅ　ＶＴ５５０粘度計（Ｈａａｋｅ、Ｐａ
ｒａｍｕｓ、ニュージャージー州）を使用して測定される（例えば、非特許文献８参照）
。必要なら、粘度調節剤を添加して粘度を調節することができる。例えば、所望なら、水
を添加して、または加工中に添加される安定化および増粘用親水コロイドの量を低減して
、粘度を下げ得る可能性がある。所望なら、増粘剤（例えば、天然または修飾デンプン、
ガム、親水コロイドなど）を添加して粘度を増大させることができる。一般に、このよう
な粘度調節剤は、使用するなら、約１％未満の濃度で添加される。
【００７５】
　本明細書中で提供されるクリームチーズ製品は、心地よいマイルドな乳風味を伴った、
堅く、滑らかで、かつ伸びのあるテクスチャーを有する。驚くべきことに、ＧＯＳは、安
定剤として作用し、そのため、安定剤の使用低減を可能にし、あるいは離液なしに水分増
加を可能にすることが見出された。
【００７６】
　さらに、該方法は、甘味風味料の望ましくない増量なしで、ラクトースの低減されたク
リームチーズ製品を提供する。グルコースは、ラクトースに比べてわずかにより甘い風味
を有するが、加水分解によって形成されるグルコース量は、最初のラクトース量の甘味に
比べてより少ない甘味を提供し、その結果、加水分解生成物によって提供される最終クリ
ームチーズ製品に対する甘味風味の望ましくない増加はない。本明細書に記載のトランス
－ガラクトシル活性対加水分解活性の望ましい比率は、ラクトース加水分解対ＧＯＳ形成
の適切な均衡を提供し、最終チーズクリーム製品の総合的風味に寄与する。
【００７７】
　以下の実施例により、本明細書に記載の方法および製品を説明し例示する。これらの実
施例は、本明細書に記載の方法の単なる実例となるものであって、範囲または精神に関し
てそれを制約するものではないと解釈される。当業者は、これらの実施例中に記載の材料
、条件、および方法の変形形態を使用できることを、容易に理解するであろう。本明細書
中で引用されるすべての参照文献は、参照によりその全体で組み込まれる。別途記載しな
い限り、すべてのパーセンテージおよび比率は、重量による。
【実施例１】
【００７８】
　この実施例は、図３に示す本発明の方法を例示する。クリームチーズ製品を、次の工程
、すなわち（１）２５.１ｋｇのクリーム、３６.９５ｋｇの水、１.４５ｋｇの乾燥乳清
（Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ｍｉｌｋ　Ｐｒｏｄｕｃｅｒｓ，Ｉｎｃ．、Ｂｌａｉｒ、ウィ
スコンシン州）、および９.２３ｋｇのＷＰＣ５０（Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ｍｉｌｋ　
Ｐｒｏｄｕｃｅｒｓ，Ｉｎｃ．、Ｂｌａｉｒ、ウィスコンシン州からの５０％乳清タンパ
ク質濃縮物）を混合して乳基質を形成する工程、（２）該乳基質を６０℃まで予備加熱し
、Ｇａｕｌｉｎ社製２段式ホモジナイザー（ＡＰＶ、Ｌａｋｅ　Ｍｉｌｌｓ、ウィスコン
シン州）を使用して５０００／５００ｐｓｉでその乳基質を均質化する工程、および（３
）均質化された乳基質を、プレート式熱交換器中、８１.１℃で約２２秒間低温殺菌し、
次いで、プレート中の均質化された乳基質を２２℃まで冷却する工程、を使用して調製し
た。次いで、冷却された乳基質を、分割して、以下で説明するように、本発明の方法およ
び酵素を添加しない対照法の双方を利用してクリームチーズ製品を調製するのに使用した
。
【００７９】
　本発明のサンプルは、次のように調製した、すなわち、１００ｇの乳基質を、０.０２
５％のＢｉｏｌａｃｔａ酵素（Ａｍａｎｏ、Ｅｌｇｉｎ、イリノイ州）（約０.６である
トランス－ガラクトシル化対加水分解の比率を有する）と６０℃で１時間処理した。酵素
処理に続いて、８８％乳酸を用いて混合物をｐＨ４.８まで直接的に酸性化した。生じた
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クリームチーズを、１０分間で９３.３℃まで加熱して、乳タンパク質を機能化し、酵素
を不活化した。
【００８０】
　比較のため、酵素処理ステップを使用しないことを除けば上記方法と同一の方法を使用
して、対照用クリームチーズを調製した。
【００８１】
　対照および本発明によるクリームチーズ試料の粘度を、Ｖｉｓｃｏａｎａｌｙｚｅｒ　
ＲＶＡ（Ｎｅｗｐｏｒｔ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）を使用して５０℃で測定した。対照お
よび本発明によるサンプル中のラクトースおよびＧＯＳ含有量を、Ａｍｉｎｅｘ　ＨＰＸ
－８７Ｃカラム（３００×７.８ｍｍ、Ｂｉｏｒａｄ、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ、カリフォルニ
ア州）、０.０３Ｎ硝酸の移動相、およびＷａｔｅｒｓ４１０　ＲＩ検出器（Ｗａｔｅｒ
ｓ、Ｍｉｌｆｏｒｄ、マサチューセッツ州）を使用するＨＰＬＣ（Ｗａｔｅｒｓ、Ｗａｌ
ｔｈａｍ、マサチューセッツ州）によって測定した。
【００８２】
　対照クリームチーズ試料は、７.５％のラクトースを含み、検出可能なＧＯＳを含まず
、６３４ｃｐの粘度を有した。本発明のクリームチーズ試料は、４.０％のラクトース、
２.５％のＧＯＳを含み、９３４ｃｐの粘度を有した。加水分解およびトランス－ガラク
トシル化活性を有するラクターゼ酵素での処理は、本発明試料のＧＯＳおよびラクトース
濃度の双方に相当の効果を有した。
【実施例２】
【００８３】
　この実施例は、図３によるもう１つの実施形態を例示し、実施例１に類似しているが、
酵素的酸性化の後にクリームを添加し、酸性化のためにクリームチーズ培養物を使用する
。９.９３ｋｇの水、８.５７ｋｇのＷＰＣ５０、および１.３６ｋｇの乾燥乳清を含むス
ラリーを、２７℃で２２秒間加熱し、そしてＧａｕｌｉｎ社製２段式ホモジナイザー（Ａ
ＰＶ、Ｌａｋｅ　Ｍｉｌｌｓ、ウィスコンシン州）を使用して５０００／５００ｐｓｉで
均質化した。均質化されたスラリーを、０.０５％のＢｉｏｌａｃｔａ酵素とブレンドし
、６０℃で１時間インキュベートした。次いで、このスラリーの一部（１８．３６ｋｇ）
を２０.８８ｋｇのクリームおよび２３.８ｋｇの水と混合した。比較の目的のため、各成
分の最終比率は実施例１とほぼ同様とする。混合物を、６０℃に予備加熱し、Ｇａｕｌｉ
ｎ社製２段式ホモジナイザーを使用し５０００／５００ｐｓｉで均質化し、８１.１℃で
約２２秒間低温殺菌し、２２℃まで冷却し、クリームチーズ培養物（ＤＶＳ　ＤＸ－３７
Ｂ、Ｃｈｒ．Ｈａｎｓｅｎ、ＭｉＩｗａｕｋｅｅ、ウィスコンシン州）を接種し、２０℃
で一夜培養した。培養された混合物を、次いで、９３.３℃まで加熱し１０分間保持した
。加熱処理に続いて、４３.４ｋｇの熱いカードを、２２.７ｇのソルビン酸、４５０ｇの
塩、１７２.５ｇのカロブガム、３１.８ｇのキサンタンガム、４０８.６ｇのリン酸三カ
ルシウム、および９５７.９ｇの修飾マルトデキストリン（Ｃ－ｄｅｌｉｇｈｔ　ＭＤ１
９７０；Ｃａｒｇｉｌ、Ｍｉｎｎｅａｐｏｌｉｓ、ミネソタ州）と合わせた。次いで、安
定剤を機能化するために、混合物を７９℃でさらに１０分間保持した。加熱された混合物
を、次いで、５０００／５００ｐｓｉで均質化し、７３.９℃で充填し、１０℃まで一夜
放冷した。
【００８４】
　最終製品中に存在するＧＯＳ量は、出発原料中のラクトース量を測定すること、最終製
品中に存在するラクトースおよび加水分解生成物（グルコースおよびガラクトース）の量
を測定すること、そして差を求めることによって推算される。生じたクリームチーズは、
１.５％の計算によるＧＯＳ含有量および２.９％のラクトース濃度を有した。培養された
対照試料は、５.３５％のラクトースを有し、ＧＯＳを含まないと推算された。クリーム
チーズの堅さは、ＴＡＸＴ Ｔｅｘｔｕｒｅアナライザー（ＳＭＳ、Ａｌｇｏｎｑｕｉｎ
、イリノイ州、直径１ｃｍの円筒プローブ）を使用して測定され、酵素処理なしで調製さ
れた対照試料で１４２ｇであるのに対比して、本発明によるクリームチーズでは１６７ｇ
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であることが見出された。
【００８５】
　図４および５に記載の方法を実施することによっても、同様の結果が予想される。
【００８６】
　前述の詳細な説明を考察することによって、本明細書に記載の方法の実施に関して、多
くの修正形態および変形形態が当業者に思い浮かぶと予想される。したがって、このよう
な修正形態および変形形態は、以下の特許請求の範囲内に含まれると解釈される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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